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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
グランド電位（０電位）に対して正の電圧を発生する電子回路部分と、前記正の電圧を反
転させて、前記グランド電位（０電位）に対して負の電圧を発生する電子回路部分を有し
、少なくとも前記グランド電位（０電位）を含む、正と負の３つ以上の電極パッドにより
、０電位に対する正負の電圧パルスを発生させ、前記負の電圧パルスが、前記正の電圧パ
ルスより周波数が高いことを特徴とする疼痛除去装置
【請求項２】
前記正の電圧パルスの周波数は、身体を形成する体液に囲まれた細胞に対して、前記細胞
内に電流が流れないように設定され、一方前記負の電圧パルスの周波数は、前記細胞内も
電流が流れる様に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の疼痛除去装置
【請求項３】
前記負の電圧パルスの周波数が１００ｋHz以上であり、前記正の電圧パルスが１ｋHz以下
であることを特徴とする請求項１及び、請求項２記載の疼痛除去装置

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体や動物の身体に電気パルスを導通させ、疼痛の緩和や除去等を行って、
より快適に日々を過ごす為の疼痛除去装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
人間や動物の身体の様々な部位から発生する感覚のうち、痛みは身を守るための重要な感
覚の一つでありながら、避けえない苦しみを生じるものである。痛みは、もちろんその発
生原因を明確にし、要因を取り除き、痛みのない元の健康状態に回復させるのが一番重要
ではあるが、痛みの続く状態から一刻も早く抜け出したいというのが、痛みに苦悶してい
る人の思いであろう。
【０００３】
　痛みを取り除くための大いなる進歩は、麻酔技術にあった。これによって医療技術は格
段に進歩し、麻酔によって痛みを発生させずに身体を切り開くことで、損傷部位を取り除
く等の手術すら可能になったのである。その方法は主に、何らかの薬剤を投与することに
よってなされ、近年は、その為の医薬品も副作用の少ない、優れたものが開発されてきて
いる。
【０００４】
　しかしながら、近年はあまりにも医療機関による薬の処方が多く、無闇に様々な薬を多
用するがために、薬の効果が薄れ、本来の効果が十分に発揮できないばかりでなく、その
副作用によって逆に症状を悪化させる課題や、新たなる疼痛を引き起こという問題も出て
きた。
【０００５】
また、近年の高齢者の増加と共に、様々な部位の痛みが日常生活をできなくするほどでは
ないにしても、慢性的な苦痛を訴える人が増え、日々の生活の中に、そのような疼痛が発
生するがゆえに、本来の快適なはずの生活が阻害され、生活の質そのものが低下するとい
う問題もでている。それ故、通院や入院の必要がない比較的容易な日常的な方法で疼痛の
除去もしくは緩和ができることが、高齢者医療に大変重要になっている。
【０００６】
　近年、東洋医学が見直されはじめ、医薬品に頼らず、疼痛や身体の好ましくない諸症状
を物理的方法によって取り除こうという試みがあり、鍼灸や整体が広く行われている。ま
た、まだ一般的にはなっていないが、電気的手法によって鎮痛や治療を行おうとするもの
があり、最近は鍼灸院などでも、多く取り扱われる様になってきている。
【０００７】
　電気的手法による鎮痛、除痛は４６年ごろローマの医師SCRIBONIUS　LARGUSが、シビレ
エイによって頭痛を取り除こうと試みられたのがはじめと言われている（非特許文献１）
。１９５０年代にはＲ．Ｏ．ＢＥＣＫＥＲらが電気による治療方法を積極的に研究し、１
９６５年にはＲ．ＭＥＬＺＡＣＫとＰ．Ｄ．ＷＡＬＬによって疼痛メカニズムに関する新
しい理論が発表された（非特許文献２）
【０００８】
この理論は、有髄性の神経線維Aδや無髄性の神経線維Cによってつたえられる高速の痛み
によるインパルスを、太い神経線維であるAβ線に与えられた刺激が脊髄後根にある神経
の伝達ゲートを閉じ、痛みの伝達を抑制するというもので、ゲートコントロール理論と呼
ばれ、現在TENS（経皮電気神経刺激）法の基礎になる理論になっている。
【０００９】
　このTENSには、高頻度（高い周波数）で刺激を与える方法と低頻度（低い周波数）で刺
激を与える方法がある（非特許文献３）。高周波は即座に痛みを抑え、低周波では、内因
性のオピオイドの放出を促し、その作用で疼痛の緩和時間が長く続くといわれている。
【００１０】
　しかしながら、この周波数のどのようなものがもっとも効果的なものであるのかについ
て明確ではなく、色々な周波数のパターンの研究が行われているものの、まだまだ確実に
効果があると言える状態にはなっていない。特許文献１では、１ｋHz以下では、電撃痛が
伴うために、一般に言われるバルク波形、つまり高周波数の波形を、低周波数で区切り、
それをもって患部に与える方法を用いる方法を開示している。
【００１１】
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　また、特許文献２においては,数１００Hzから１２００Hzの周波数と数Hzから数１０Hz
の２周波数を備えさせ、数１００Hzから１２００Hzの周波数パルスの出力中に、数Hzから
数１０Hzのパルスを挿入するというもので、刺激感をできるだけ少なくしつつ、治癒効果
を得ようとする方法の開示を行なっている。
【００１２】
また、特許文献３においては、低周波数のパルスと高周波数のパルスを交互に切り替えて
生体に与えることによって、筋肉の収縮を抑えられる高周波パルスの期間にも、そのパル
ス群が生体に刺激を与え、疼痛緩和や筋肉疲労を抑える効果があると述べている。
【００１３】
【特許文献１】特開２００３－１３５６０７
【特許文献２】特許３７５７６２５
【特許文献３】特開２０１０－５７８０４
【非特許文献１】Ｒ．ＭＥＬＺＡＣＫ，Ｐ．Ｄ．ＷＡＬＬ　ＳＣＩＥＮＣＥ　Ｖｏｌ．１
５０、Ｎｏ．３６９９，Ｐ９７１－９７９（１９６５）
【非特許文献２】Ｗ．Ａ．ＡＬＭ，Ｌ．Ｓ．ＷＥＩＬ　Ｊ．ＡＭＥＲＩＣＡ．ＰＯＤＩＡ
ＴＲＹ．ＭＥＤＩＣＡＬ．ＡＳＳＯ．Ｖｏｌ．６９、Ｎｏ．９，Ｐ５３７－５４２（１９
７９）
【非特許文献３】理学療法学　Ｖｏｌ．３４、Ｎｏ．４，Ｐ１９８－２０１（２００７）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来の電気パルスによる疼痛除去の方法は、高周波、低周波に係らず神経線維細胞の脱
分極を促すものであり、その力によって何らかの疼痛抑制や疲労回復など種々の効果を得
ようとするものであった。その脱分極の効果が、ゲートコントロール理論に支えられて、
現在まで色々な形で発展してきたのであり、ＴＥＮＳもその一つである。
【００１５】
痛みや熱い冷たいといった感覚は、すべて身体の末梢神経から脊髄に伝えられ、脳によっ
てそれがどのような刺激であるかが判断される。図８は、それら刺激と興奮がどのように
生じるかを示し、図７はそれがどのような機構で生じているかを示したものである。
【００１６】
図８において（ａ）は縦軸に細胞内外に印加された電圧をとり、横軸に時間経過を取った
ものである。図８中の１～4はそれぞれ細胞に加えられる電気的なパルスの大きさを比較
するために、別々に起きる状態を重畳して示している。また、（ｂ）は、（ａ）の電圧パ
ルスによって細胞内の電位がどのように変化するかを示したものであり、（ｂ）中の、１
～４の番号は、（ａ）の１～４に対応したものである。
【００１７】
細胞内の電位は、静止状態つまり刺激のない状態では－１００ｍＶ～-７０ｍV程度の値を
持つとされ、通常は一定に保たれている、しかし、何らかの要因で、（ａ）に示した１の
パルスが細胞に印加されると、細胞内の電位は、（ｂ）に示した１の様にプラス側に向か
って変化する。これを脱分極と言っているが、刺激がある一定レベルを超えることがない
場合には大きくは変化せず、そのまま電位は元の静止状態に戻るのである。
【００１８】
しかしながら、図８の（ａ）に示す刺激の電位が２、３と上がるにしたがって、細胞内の
電位も上昇し、４まで上昇すると、細胞内の電位は図８の（ｂ）に示す臨界点Ａに達し、
この値に達した瞬間、細胞内の電位は、（ｂ）の４に示すように突然大きくプラス側まで
上昇する。これを発火という言葉で呼ぶが、細胞の興奮が起こったことを示している。こ
の興奮状態は、（ａ）の４に示すパルスの終了と共に低下し、もとの－１００ｍＶの静止
状態に戻っていく。
【００１９】
この電気的な変化を細胞の構成より具体的に示したものが図７である。図７の７０１は親
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水性のリン化合物、７０２は疎水性の炭化水素であり、これが一対になったものがリン脂
質７０３である。このリン脂質７０３の２つが逆対になって接合し、細胞膜７０４を構成
している。
【００２０】
　この細胞膜７０４にはタンパク質からなるイオンチャンネル７０５が割り込む形で形成
されており、この間をＮａイオンやＫイオン等が行き来できる様になっている。７０６は
細胞の内側、７０７は細胞の外側を示している。
【００２１】
　このような細胞内外に電圧を印加した際に、電気的にどのような様態になるかを考える
ため、等価回路で示したものが７０８であり、抵抗成分７０９とコンデンサー成分７１０
の並列構成になっている。細胞膜７０４に印加された電圧に対して、細胞膜７０４は絶縁
性であるために、コンデンサー成分７１０として見なされ、イオンチャンネル７０５は抵
抗成分７０９として見なすことができる。
【００２２】
図８の（ａ）に示した、電圧（電位）は細胞膜７０４に印加された値を示したものであり
、一時的な容量性の電流を生じると考えられる。一方図８の（ｂ）の臨界点Ａを超える発
火状態は、この容量性の電流もしくは電圧が引き金になり、Ｎａイオンが細胞内に流入し
た時に起きる。Ｎａイオンが細胞内に流入し、発火、興奮に至るかどうかは、細胞膜に印
加される電圧がある限界に達するかどうかであり、この興奮に至るか至らないかは臨界点
を超えるかどうかで決定づけられ、これをあるかないかの状態という。また、発火するか
しないかの引き金となるものが、細胞膜の外側がマイナス、内側がプラスの電圧によって
生じる容量性の電流または電圧によるのである。
【００２３】
　Ｎａイオンが細胞内に流入し、興奮に至った細胞は神経線維内の細胞に電位を与え、神
経線維内の細胞を発火させ興奮に至らせるわけであるが、この興奮は、神経線維を順次伝
わって、脳にまで至る。図９は、神経線維９０１を興奮９０２－１が、９０１－２、９０
２－３という風に伝わって行く様子を示したものである。
【００２４】
図７および図８にて示した様に、細胞内電位が大きくプラス側に振れる要因を作っている
のは、Ｎａイオンの細胞内への流入であるが、その流入によって発生した電位が、刺激の
進行方向にある神経線維９０１上の隣接部位の９０４の細胞膜に内側がプラス、外がマイ
ナスとなる容量性の電位を与え、外向きの電流を引き起こす。
【００２５】
この隣接部位９０４は、図８の（ａ）で示したものと同様に１～４へと次第に電位が増加
し、図８の（ｂ）の様に臨界点Ａに達して発火、興奮する。このようにして、興奮が同じ
神経線維９０１内で、９０２－１から９０２－２、９０２－２から９０２－３へと伝わっ
ていくのである。
【００２６】
現在使われている、麻酔薬は、イオンチャンネルを塞いで、このNaイオンの細胞内への流
入を止めるものが多い。Ｎａイオンが流入しないと興奮が起きず、興奮が神経線維を伝わ
ることもない。それ故、一時的に疼痛を抑えることができるのである。しかしながら一方
、TENSをはじめとする電気的に刺激を与え、疼痛を抑えようとするものは、神経線維Aβ
を興奮させて、痛みのゲートを閉じようとするものであり、まだまだその効果が顕著に現
れる実績が不足し、その効果も未知数のものが多かった。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　そこで、本発明は従来用いられてきたゲートコントロール理論による方法ではなく、新
規な疼痛緩和の方法を提供しようとするものであり、興奮に至る初期的な容量性の電流を
阻止し、神経線維内を伝わる興奮を消去もしくは、興奮の伝達を断ち切ろうとするもので
ある。
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【００２８】
　通常、興奮は、上述したように、脱分極によって生じる。この過程は容量性の外側向き
の電流による、それによって、細胞内電位の上昇に始まり、臨界点からのNaイオンの流入
によって本格的な興奮にいたる。
【００２９】
　そこで、本発明は神経細胞、もしくは痛みを発生させている細胞が次の興奮に至る前に
、容量性の外向き電流を抑え、細胞が発火点に至らないようにしようとするものである。
つまり、細胞に外側がプラス、内側がマイナスの電位を加え、細胞を過分極状態にし、興
奮の発火点に至る過程を阻止しようとするのである。
【００３０】
　図９において、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は脱分極によって、興奮が発生し伝わって行く
様子をしめしているが、（ｄ）では、人為的に細胞膜の外側にプラス電位、細胞膜の内側
にマイナス電位を与えた場合を示している。つまり、興奮は、９０２－１、－２、－３と
伝わり、次の状態として（ｄ）のところまで伝わるが、発火するに至らず、９０３で示し
た電位の変化のごとく、容量性の電位の上昇は元の静止状態に戻ってしまうのである。
【００３１】
そのため、興奮の進行方向の神経細胞にまで興奮の影響が及ばず、神経線維内の興奮の伝
達が途切れてしまう状態が起きる。つまり痛みの情報は、脳にまで伝わらないことになり
、痛みの情報が入ってこないために、痛みを感じなくなるのである。
【００３２】
　この人為的に細胞膜の外側にプラス電位、細胞膜の内側にマイナス電位を与え方法とし
て、一般に考えられるのは、神経線維内に電極を挿入し、外側が正、内側が負の電圧を印
加すればよいのであるが、ケンブリッジ大学のノーベル学者ホジキンとハクスレーが実験
で用いたヤリイカの様に神経線維が非常に太い場合は別として、一般には神経線維は非常
に細いために、電極を挿入するのは困難である。
【００３３】
そこで、それを解決する手段として、高周波パルスが細胞内を通過できる性質と低周波パ
ルスが細胞内を通過できない性質を用いるのである。図１０は本発明を実施した際に、細
胞内外での電圧パルスの状態を概念的にあらわしたものである。
【００３４】
図１０において、１００１は細胞外を、１００２は細胞内を表している。細胞内１００２
と細胞外１００１は細胞膜１００３によって囲まれており、この細胞膜は図７で示した様
に、絶縁物膜でおおわれ一部がイオンの通過可能なたんぱく質でできている。その電気的
な等価回路は図７の７０８によって示したが、抵抗成分７０９と容量（コンデンサー）成
分７１０の並列回路となっている。
【００３５】
この細胞膜の抵抗成分は非常に大きいため、直流を含む低周波数のパルスは細胞内を通過
することはできない。しかしながら、一定以上の高い周波数を有するパルスは通過するこ
とができるのである。
【００３６】
図１０の（ａ）における１００４は低周波パルスを表し、１００５は高周波パルスを表し
ている。高周波パルス１００５は細胞内１００２を通過していくが、低周波パルス１００
４は細胞外１００１は通ることができても、細胞内１００２には入れないのである。
このため図１０の(ｂ)で示した様に、細胞外１００１には、プラス側に振動する低周波パ
ルス１００４と、低周波パルス１００４とマイナス側に振動する高周波パルス１００５を
足し合わせたパルス１００６が共存し、全体的にはプラス状態になる。
【００３７】
一方、細胞内１００２は、マイナス側に振れる高周波パルスのみの状態となり、マイナス
状態になる。細胞内には一部細胞外１００１で低周波パルスと高周波パルスが積算される
ことで、高周波化したプラス側に振動するパルス１００６が入ってくるが、このパルスは
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、細胞の内外で結局は打ち消し合うことになる。
【００３８】
この細胞内１００２と細胞外１００１を通過する低周波パルス１００４と高周波パルス１
００５の作用によって、細胞壁は外側がプラス、内側がマイナスとなって、容量性の電流
が発生し、細胞を過分極状態にし、細胞の脱分極を抑えて、興奮状態に至らせなくする。
【００３９】
この各パルスによる過分極への移行は、興奮に至ろうとしている細胞の興奮を抑えると共
に、興奮を伝えようとしている神経線維に働き、興奮の伝達を妨げる働きをすることにな
る。つまり結果的に、脳に至る痛み情報を停止し、痛みを除去もしくは緩和する。
【００４０】
本発明の手段として、マイナス側に振動する高周波パルスとプラス側に振動する低周波パ
ルスを同期して流れる様にしているため、細胞内１００２は負パルス、細胞外１００１は
正のパルスによる電位が支配的になり、容量性の電流が細胞外から細胞内に流れ、細胞の
過分極状態を作り出すのである。
【００４１】
そのため、前の段階で情報としての興奮を伝達すべく、徐々に増加してきた神経線維細胞
内の脱分極状態の電位も一気に鎮静し、興奮に至ることができず、興奮は、次の段階であ
るＮａイオンの流入に移ることができずに、神経線維内を情報が伝わって行かなくなるの
である。
【００４２】
では、どの程度の周波数が、プラス側のパルス、マイナス側のパルスとして適切なのかと
いう問題がある。図１１は生体組織における導電率の周波数依存性を示したものである。
図中の斜線部１１０１は、加えられたパルスの周波数によって生体組織の導電率がどのよ
うに変化するかを示したものであり、斜線部１１０２は細胞内液、外液の導電性を示して
いる。細胞内液と外液は、導電性が高く、それらの導電率の支配的な役割を果たす血液に
関して、導電率が１ＭＨｚ以下では４ｍＳ／ｃｍでほとんど変化がないとの測定結果があ
る。
【００４３】
図１１から、生体組織の導電率１１０１は、１ｋＨｚ以下の領域１１０３では細胞内外液
の導電率より低く、１００ｋＨｚ以上の領域１１０４では導電率が大きくなることが見て
とれる。それ故、１００ｋＨｚ以上の電気パルスは、絶縁体としての細胞膜の影響が少な
いと考えられ、電気パルスは細胞膜を通過する。
【００４４】
一方、周波数が１ｋHz以下の電気パルスでは導電率が細胞内外液の導電率より小さくなる
ことから、電気パルスは絶縁性の細胞膜の影響を受けて、細胞膜を通過するより、細胞膜
外を通過する方が容易になると考えられ、細胞内に入りこまなくなるのである。
【００４５】
それ故、細胞を通過する負の電圧パルスとしては1００ｋHz以上が望ましく、正の電圧パ
ルスは１ｋＨｚ以下が望ましいと考えられる。ただ、正の電圧パルスを、数Ｈｚ程度の極
めて低い周波数とすると、皮膚角層の絶縁性によって、必要な電流が身体内部に入りこめ
ないという問題が起きるため、１ｋＨｚ程度の比較的高いパルスをひと塊として構成する
バーストパルス形態で、数Ｈｚ程度の周波数とする方法を取るのも良い。
【００４６】
本発明は、このように細胞内を通過する周波数の高い負のパルスと細胞内を通過できない
周波数の低い正のパルスを人体に送り込むことで、細胞内から細胞外へ容量性電流を生じ
させ、細胞を過分極状態にし、細胞の興奮が臨界状態を超えることを阻害し、急激なNａ
イオンの細胞内への流入を起こさせず、痛みをおこしている細胞もしくは、神経線維内の
細胞の興奮を止め、痛みの伝達が起こらない状態を作り出すものである。
【発明の効果】
【００４７】
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以上の様な手段を備えた本発明による疼痛除去装置は、既に述べたように、従来のゲート
コントロール理論によるものでなく、周波数の高い負のパルスと周波数の低い正のパルス
を身体に送り込むことで、細胞の興奮の起きる初期段階で、脱分極させずに過分極させて
興奮に至る発火を阻止し、痛みの起きている細胞を鎮静させると共に、痛みの伝達状態に
ある神経線維の興奮の移動を、途中で遮るものであり、非常に高い疼痛抑制効果が期待で
きる。
【００４８】
　また、本発明の低い正電位の低周波パルスは、バーストパルス状態を含めて、低い周波
数を採用するため、内因性オピオイドを放出させることができる。特に正電位側のパルス
の周波数を1から１０Ｈｚ程度に設定することで、βエンドロフィンやエンケファリンと
言った鎮静物質を脳内に放出させ、長時間にわたって持続する鎮痛効果が望める。
【００４９】
　まとめると、正負の電極パッドから身体に与えられたパルスによって、電極パッドに電
圧を印加した瞬間に神経細胞や損傷細胞の興奮を妨げる作用がもたらされ、高い即時的な
疼痛抑制効果がえられる。また、正電位の低周波パルスを比較的低い周波数とすることで
、脳内オピオイドの放出が起き、パルス入力を停止してからも、長く疼痛抑制効果が持続
する。つまり、本発明は、疼痛抑制もしくは緩和に絶大なる効果を発揮するものである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の疼痛除去装置の第一の実施例であり、外観と内部の電子部品の概略配置
を示した図である
【図２】本発明の疼痛除去装置の第一の実施例から出力される電圧パルスの第一の構成例
である。
【図３】本発明の疼痛除去装置の第一及び第二の実施例により行われる施術例である。
【図４】本発明の疼痛除去装置の第一の実施例から出力される電圧パルスの第二の構成例
である。
【図５】本発明の疼痛除去装置の第二の実施例であり、外観と内部の電子部品の概略配置
を示した図である
【図６】本発明の疼痛除去装置の第二の実施例から出力される電圧パルスの第一の構成例
である。
【図７】細胞の構造図（ａ）と等価回路（ｂ）である。
【図８】刺激によって細胞が興奮に至る過程（ａ）と細胞膜に印加される電圧（ｂ）を示
した図である。
【図９】興奮が神経線維内を伝達する様子（ａ）、（ｂ）、（ｃ）と人為的に興奮を停止
させる様子（ｃ）を示した図である
【図１０】本発明の電気的パルスの細胞内外における導通（ａ）と存在状態（ｂ）を示し
た図である。
【図１１】生体細胞と細胞内外液の導電性の周波数依存性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本発明は電位が０近傍からマイナスに振れるパルスを有する高い周波数のパルスと電位
が０近傍からプラスに振れる比較的低い周波数のパルスを身体に印加することによって、
疼痛の除去もしくは緩和を行おうとするものであり、以下に具体的な構成を上げて、実施
例にて発明を開示する。
【実施例１】
【００５２】
図１は本発明の一実施例である疼痛除去装置の外観と内部の電子部品配置を示したもので
ある。図において１０１はケースであり、内部に電子部品と乾電池１０２が収納されてい
る。また、１０３、１０４、１０５は粘着性の電極パッドであり、１０３の電極パッド（
Ｐ＋）はプラスのパルス、１０４の電極パッド（Ｐ－）はマイナスのパルスを身体に印加
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し、１０５の電極パッド（Ｇ）はグラウンドである０レベルを与える。
【００５３】
本発明では乾電池１０２を用いているが、利用の可能な電源なら何でもよい。例えば、家
庭用交流電源を電源として用いても良い。しかしその場合は新たにＡＣからＤＣに電圧を
変換するためのＡＣ－ＤＣ変換回路が必要になる。また、二次電池を用いて、外部から充
電することができるようにすることも可能であるが、その場合は充電用に保護及び安定化
のための回路を必要とする。
【００５４】
この電池１０２から出力される電力は、１０７の増幅安定化ブロックにて一定の電圧に変
換されると共に、可変抵抗器１１０によって電圧の調整をすることが可能になっている。
この可変抵抗器によって、電圧をオフ状態から徐々に増加させることができ、本発明では
プラスパルスを０から２０Ｖ、マイナスパルスを０から－２０Ｖまで変化させることがで
きる。
【００５５】
１０７の増幅安定化ブロックでは、電圧はプラス側にしか変化させることができないため
、マイナス側に変化させるために電圧の正負反転ブロック１０８を設けている。これらの
プラス方向とマイナス方向の電圧は、１０９の制御ブロックの指令でパルス化されて、１
０３と１０４の電極パッドに出力される。
【００５６】
　また、本実施例では、どのようなパルスが出ているかを表示する表示ブロック１０６を
設けている。しかし簡単には、例えばＬＥＤ等で強弱やパルスの速さを知らせるなど、い
くつかの変形が考えられる。この強弱やパルスの速さ等の切り替えは、１１５のタクトス
イッチにて行う。また、図中の111は抵抗、１１２はセラミックコンデンサー、１１３は
電解コンデンサー、１１４はコイル、１１６は半導体素子を、それぞれ代表的に表してい
る。
【００５７】
図２に、図１にて示した電極パッド（Ｐ+）１０３、電極パッド（Ｐ-）１０４、電極パッ
ド（Ｇ）１０５から出力される電圧パルスを示した。電極パッド（Ｐ+）１０３からは、
周波数の低いプラス側のパルス２０１、電極パッド（Ｐ-）１０４からは周波数の高いマ
イナス側のパルス２０２が出力され、電極パッド（Ｇ）１０５はグランドレベル２０３与
えている。
【００５８】
本実施例では、プラス側電極パッド（Ｐ+）１０３から出力されるパルスが５Ｈｚ、５０
Ｈｚ、２５０Ｈｚ、１ｋＨｚ、及び２ｋＨｚのパルスが集まった１Ｈｚのバーストパルス
となる様に構成し、マイナス側電極パッド（Ｐ-）１０４から出力されるパルスは、常に
一定の１００ｋＨｚとしている。図２では１００ｋＨｚを表示すると、細かくなりすぎる
ため、パルスは概略が理解できるイメージとして表現するにとどめている。
【００５９】
　この実施例では、パルスのデューティは一定値０．５を用いている。神経細胞の興奮を
いかに抑制するかを考える場合、パルスのデューティも非常に重要になる。既に図１０に
示した様に、興奮が生じて静まるまでに、およそ２ミリ秒ほどかかる。しかも、興奮が発
火に至る時間はその数分の１であるため、その期間に比較的高い電圧を細胞の内がマイナ
ス、外がプラスとなるように印加し、脱分極に至らないようにする必要がある。
【００６０】
このデューティは本発明の効果をより高めていくための重要なパラメータであると考えら
れるが、身体の各場所によって、それぞれ状況が異なり、プラス側パルスとマイナス側パ
ルスの相互間の問題もあり、今後の臨床的なデータが必要となっている。
【００６１】
　図３は、本実施例の実際の施術例を示したものである。３０１は疼痛部位を示している
。疼痛部位の細胞は既に興奮状態にあり、痛みを伝達している状態である。電極パッドは
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図１で示したものであり、１０３はプラス側電極パッド（Ｐ+）、１０４はマイナス側電
極パッド（Ｐ-）、１０５は０電位の電極パッド（Ｇ）である。
【００６２】
　プラス側電極パッド（Ｐ+）１０３とマイナス側電極パッド（Ｐ-）１０４は疼痛部位３
０１を通るデルマトームＬ５の上に貼り付けられている。また、０電位の電極パッド（Ｇ
）１０５は足の裏側に貼られている。これらの電極の貼り方も、それぞれの症状に合わせ
て決めていくべきものであり、本実施例では、ほんの１例を示したにすぎない。
【００６３】
　本実施例によって、各電極パッドから電圧を身体に印加した瞬間に疼痛緩和の効果が現
れると共に、しばらく後に脳内に、内因性のオピオイドが放出されるため、電圧の印加を
終えてからも、疼痛の緩和時間が長く続く。
【００６４】
　また、この様な施術は電極パッドを貼るだけの作業なので、自分で行うことができるた
め、痛風等の緊急的な痛みが発生し、動きが取れず対処のしようがなくなった場合にも、
本発明による疼痛除去装置によって素早く痛みを和らげることでき、そのあと、移動等の
行動が可能になるので、その後速やかに、本格的な専門医の治療に移行することができる
。
【００６５】
　図４は、図１にて示した、制御ブロック１０９内にある、マイクロコンピュータのプロ
グラムを変更することによって、電極パッド１０３Ｐ＋と電極パッド１０４のＰ－から身
体に出力されるパルスの形態を変更した例であり、電圧パルスの第二の構成例である。
【００６６】
　本実施例の第二のパルス構成例では、パルスは図４に示す様に、プラス側パルス４０１
が高い電圧状態からグランドレベル４０２に変化した際に、マイナス側のパルス４０３も
パルス出力を停止し、グランドレベル４０２で一定になる様にしたものである。
【００６７】
　このようにパルスを一時的に静止させることで、身体は連続のパルスが入るときと比べ
て、疲労が少なくなり、よりパルスに対して感度が良くなる。それにより、疼痛を抑える
効果も高くなり、より効果的な疼痛抑制効果を作り出すことができるのである。
【実施例２】
【００６８】
図５は本発明の第二の実施例である疼痛除去装置の電子部品の概略配置を示したものであ
る。本実施例は第一の実施例にいくつかの電子回路を加えて構成したものであり、第一の
電子回路と同じものは、同じ番号で示した。また、電子回路ブロックとして、新たに付加
したが、同じ動作をするものについてはダッシュ番号にて示した。
【００６９】
本実施例では、第一の実施例に可変抵抗器１１０－２と電圧増幅安定化ブロック１０７－
２を加えている。この可変抵抗１１０－２と電圧増幅安定化ブロック１０７－２を付け加
えることによって、マイナスパルスの電圧の大きさとプラスパルスの電圧の大きさを個別
に変えることができるようにしたものである。
【００７０】
　図６は、本発明の第二の実施例から出力される電圧パルスの構成を示したものであるが
、第一の実施例で示したパルス構成では、プラス側の電圧の大きさとマイナス側の電圧の
大きさが予め決められた値となり、可変抵抗器１１０によって、両方が同時に変化するも
のであったのに対し、本パルス構成では、それぞれ個別にその大きさを変えることが可能
となる。
【００７１】
　図４に示した実施例一の電圧パルスの第二の構成では、プラス側電圧パルスがグランド
レベルに低下している際に、マイナス側電圧パルスもグランドレベルになって停止したが
、本実施例の電圧パルスでは、プラス側電圧パルス６０１がグランドレベル６０２で停止
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すると、マイナス側のパルス６０３は、グランドレベルと反対のマイナスレベル６０４で
停止する。
【００７２】
　この様にパルスを構成することによって、電極パッドの貼り付け位置を工夫することに
よって、プラス側のパッド（Ｐ＋）１０３のオン時６０１とマイナス側のパッド（Ｐ－）
のオフレベル６０４との間で、見かけ上大きな電位差が現れ、この領域ではＴＥＮＳ的効
果が大きく現れるようになる。
【００７３】
　疼痛部は、肘、腰、ひざなどそれぞれ部位によって、その身体的な構成や大きさ、容積
が異なり、導電率や電気容量等も同じではない。そのため、電圧や電流も部位によって異
なった印加の方法をとらなくてはならない。特にマイナスパルスとプラスパルスの大きさ
は重要であり、細胞の過分極を起こすために、両者を最も適当な電圧比率に設定すること
が大切である。
【００７４】
　また、本実施例では、マイナス側のパルスのグランドレベル６０５がマイナスではなく
、プラス側にずれ込んだ例を示したが、このような場合でも、プラス側の可変抵抗器１１
０と、マイナス側の可変抵抗器１１０－２が、そのプラスマイナスそれぞれの大きさを個
別に変化させることができるので、プラス側の電位を上げることで、細胞内外の電位差を
本来あるべき状態に保つことができる。
【００７５】
　また、プラス側パルスのグラウンドレベルとマイナス側パルスのグラウンドレベルを個
別に設定することも、非常に意味があり、そのようにすることで、常に細胞に一定の電圧
差が生まれるので、プラス側を正方向、マイナス側を負方向に移動させることで、過分極
への移行が容易になり、興奮している細胞を鎮静化し、疼痛の伝達を停止させる効果が増
大する。
【００７６】
　本実施例では、プラス側のパルスとマイナス側のパルスを個別に変更できるようにした
ために、細胞内の過分極を促進するだけでなく、電極パッド１０３～１０５の貼り付け場
所を工夫することで、同時に太い神経細胞Ａβを脱分極させることも可能になり、痛みの
ゲートを閉じることによる疼痛緩和も望めるのである。
【００７７】
　以上のように、本発明では電位が０近傍からマイナスに振れるパルスを有する高い周波
数のパルスと電位が０近傍からプラスに振れる比較的低い周波数のパルスを身体に印加す
る様にしているため、疼痛の原因となっている細胞を鎮静化すると共に、疼痛の情報を伝
達する神経線維の興奮を抑え、痛みの伝達を阻止するという作用がある。
【００７８】
そのため、脳に送られる痛みの信号が極端に減少し、痛みが和らぎ、緩和される。この作
用は、即時的効果があると共に、脳内の内的オピオイドの生成を促すために、痛みの緩和
が長く続き、日々の生活での痛みによる生活の質が低下するのを抑えてくれるのである。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
本発明の疼痛除去装置を利用することで、疼痛を緩和し、除去することが可能になり、日
常生活の中で、疼痛対処ができるため、毎回病院を訪れて、鎮痛薬を処方してもらう必要
がなく、簡便な家庭医療方法として用いることができる。本発明による疼痛除去装置は薬
の様に毎回、費用のかかる薬剤を使う必要がなく、電池の消耗まで、非常に長い期間、繰
り返し使うことができるため、家庭医療用機器として、大きな利用の可能性がある。
【符号の説明】
【００８０】
　１０１　　ケース
　１０２　　乾電池
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　１０３　　電極パッド（Ｐ＋）
　１０４　　電極パッド（Ｐ－）
　１０５　　電極パッド（Ｇ）　
　１０６　　表示ブロック
　１０７　　増幅安定化ブロック
　１０８　　正負反転ブロック
　１０９　　制御ブロック
　２０１　　プラス側電圧パルス
　２０２　　マイナス側電圧パルス
　２０３　　グランドレベル
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